
日
高
町
の
古
代
遺
跡
と
出
土
木
簡

一　

但
馬
に
お
け
る
古
代
遺
跡

但
馬
に
お
け
る
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
古
代
遺
跡
は
、
窯
跡
、

墳
墓
を
除
き
、　
一
五
四
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
但
馬
の
ほ
ぼ
全
域
に
分
布

（
１
）

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
な
か
で
、
木
簡
、
墨
書
土
器
の
出
上
し
た
遺
跡

は
、
第
１
図
に
掲
載
し
た
三
四
遺
跡
で
、
円
山
川
下
流
域
の
和
田
山
町
、
山
東

町
周
辺
と
日
高
町
、
出
石
町
、
豊
岡
市
周
辺
に
集
中
し
て
分
布
す
る
傾
向
に
あ

る
。
な
か
で
も
、
木
簡
の
出
土
で
栗
賀
駅
家
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
山

（２
）

東
町
の
柴
遺
跡
や
、
播
磨
と
但
馬
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
但
馬
道
が
延

べ
六
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
わ
た
っ
て
検
出
さ
れ
た
和
田
山
町
の
加
都
遺
跡
な
ど
、
こ
こ
数

年
の
調
査
成
果
は
大
き
い
。
ま
た
、
朝
来
町
の
調
査
で
は
、
流
路
跡
か
ら

「郷

長
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
、
郷
長
の
館
か
、
郷
の
官
行
施
設
の
存

在
を
推
定
さ
せ
る
釣
坂
遺
跡
も
発
見
さ
れ
続
．
こ
こ
か
ら
は
、
「松
越
」
と
書

か
れ
た
墨
書
土
器
が
複
数
出
土
し
て
い
る
。
松
越
は
、
現
在
、
字
名
と
し
て
は

残

っ
て
い
な
い
が
、
地
元
で
は
こ
の
地
域
を
松

．越
凄
症
ん
で
お
り
、
古
代
の

加

賀

見

　

省

地
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
『倭
名
抄
』
に
は
、
朝
来
郡
内

に
松
越
の
郷
名
は
な
く
、
山
口
、
桑
市
、
伊
由
、
賀
都
、
牧
田
、
東
賀
、
磯
部

の
七
郷
が
み
ら
れ
る
。
釣
坂
遺
跡
の
あ
る
周
辺
は
、
桑
市
郷
に
あ
た
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

北
但
馬
で
は
、
出
石
町
の
出
石
神
社
周
辺
に
近
い
袴
狭
遺
跡
群
な
ら
び
に
そ

の
周
辺
遺
跡
で
膨
大
な
量
の
木
製
祭
祀
具
と
共
に
、
多
く
の
木
簡
が
出
土
し
て

い
る
。
ま
た
、
旧
出
石
郡
に
あ
る
豊
岡
市
の
香
住
ヱ
ノ
田
遺
跡
で
は
、
人
世
紀

の
土
器
や
木
製
祭
祀
具
と
共
に
、
木
簡

一
点
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
、

出
石
郡
衛
の
主
帳
と
少
領
が
国
衛
の
史
生
を
呼
び
出
し
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い

る
。
遺
跡
は
、
出
石
郡
衛
と
は
考
え
に
く
い
と
し
な
が
ら
も
、
木
簡
の
出
上
し

た
近
く
の
丘
陵
で
は
掘
立
柱
建
物
群
や
井
戸
、
墳
墓
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
近

く
に
三
宅
の
地
名
や
三
宅
廃
寺
、
同
寺
で
使
用
さ
れ
た
瓦
を
焼
成
し
た
窯
等
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
出
石
郡
穴
見
郷
の
行
政
的
な
中
心
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
同
市
の
福
成
寺
遺
跡
か
ら
も
木
簡
が

一
点
出
土
し
て
い
る
。
遺
跡
は
、

七
世
紀
か
ら
人
世
紀
に
か
け
て
の
掘
立
柱
建
物
や
二
彩
、
硯
も
み
つ
か
っ
て
お

り
、
城
崎
郡
衛
も
し
く
は
郷

・
里
の
施
設
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
続
．
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第 1図 但馬における律令期の主な遺跡 (国土地理院発行地勢図に加筆)



矢
田
川
水
系
で
は
、
旧
七
美
郡
の
村
岡
町
で

「豊
」
等
が
書
か
れ
た
墨
書
土

器
の
出
土
し
た
豊
田
遺
跡
、
円
面
硯
、
緑
釉
陶
器
の
出
土
し
た
前
田
遺
跡
が
山

陰
道
に
面
す
る
位
置
に
存
在
し
、
郡
行
な
ら
び
に
駅
家
跡
で
は
な
い
か
と
推
定

（７
）

さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
遺
跡
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査

。
研
究
を
待
つ
と
こ
ろ

が
大
き
い
が
、
播
磨
、
丹
波
、
丹
後
各
国
を
つ
な
ぐ
交
通
の
要
所
に
遺
跡
の
分

布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
北
但
馬
に
お
い
て
は
、
木
簡
の
出
土
す
る
遺
跡
、
お
よ
び
そ
の
周
辺

で
人
形
な
ど
の
木
製
祭
祀
具
が
出
土
し
て
お
り
、
律
令
的
祭
祀
の
普
及
が
地
方

に
お
い
て
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
一　
日
高
町

の
主
な
遺
跡

日
高
町
は
但
馬
国
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
位
置
し
、
旧
気
多
郡
の
郡
域
に
近
い
。

遺
跡
は
、
円
山
川
の
左
岸
域
に
集
中
し
て
分
布
す
る
傾
向
を
も
ち

（第
２
図
）、

町
の
西
部
に
あ
た
る
旧
太
田
郷
に
も
宮
の
森
遺
跡
や
礎
石
建
物
を
持
つ
ミ
ダ
レ

オ
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
木
簡
の
出
土
し
た
遺
跡
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

日
高
町
で
木
簡
の
出
土
し
て
い
る
遺
跡
は
、
但
馬
国
分
寺
跡
、
川
岸
遺
跡
、

深
田
遺
跡
、
祢
布
ケ
森
遺
跡
の
四
遺
跡
で
、
出
土
点
数
は
人
○
点
を
超
え
る
。

鵡

贄
１

一ぷ

お

第 2図  日高町東部における遺跡分布図 (縮尺 :1/50,000)
国土地理院発行「江原」(1/25,000)を 調整して使用
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１
、
但
馬
国
分
寺
跡

一
九
七
三
年
か
ら
発
掘
調
査
を
開
始
、
二
十
二
次
に
わ
た
る
調
査
を
実
施
し

て
い
る
。
主
要
伽
藍
の
配
置
は
、
金
堂
を
中
心
に
南
の
中
門
と
回
廊
で
つ
な
ぎ
、

塔
は
金
堂
の
西
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
寺
域
の
北
限
近
く
で
は
、
階
段
を
持
つ

礎
石
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
、
位
置
的
に
は
僧
坊
の
推
定
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
が
、

性
格
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
寺
域
の
東
南
隅
を
区
画
す
る
築
地
跡
と
そ

の
内
、
外
に
回
ら
さ
れ
た
雨
落
溝
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
伽
監
の
中
軸
線

と
中
心
に
左
右
対
称
を
前
提
と
し
て
復
元
す
る
と
約

一
六
〇
ｍ
四
方
の
規
模
と

推
定
さ
れ
る
。
寺
域
の
西
半
で
は
中
世
の
遺
構
が
上
面
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
、

旧
河
川
に
よ
っ
て
遺
構
面
の
削
平
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
律
令
期
の
遺
構
の
気

存
状
況
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
。　
一
方
、
東
半
の
調
査
で
は
、
調
査
面
積
の
制
限

な
ど
に
よ
っ
て
、
遺
構
の
性
格
、
建
物
の
規
模
等
は
明
確
に
し
が
た
い
も
の
の
、

遺
構
の
残
り
は
良
好
で
あ
る
。
寺
域
の
東
側
に
は
、
四
基
の
井
戸
が
確
認
さ
れ

て
お
り
、
生
活
の
場
が
寺
域
の
東
半
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
塔

が
西
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
井
戸
の
う
ち
、

井
戸
四
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
金
堂
の
北
東
に
位
置
す
る
井
戸
で
、　
一
辺

一
・
七
ｍ
の
大
型
井
戸
で
あ
る
。
井
戸
は
ヒ
ノ
キ
材
で
造
ら
れ
、
基
底
部
は
井

桁
状
に
角
材
を
組
み
、
四
隅
に
柱
を
立
て
、
柱
に
掘
ら
れ
た
溝
に
横
板
を
は
め

込
む
形
式
で
あ
る
。
基
底
部
の
井
桁
材
の
一
点
に
は
、
樹
皮
が
残

っ
て
お
り
、

年
輪
年
代
法
に
よ
る
調
査
で
、
七
六
三
年
に
伐
採
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
続
．
井
戸
の
部
材
に
は
、
基
底
部
の
も
の
に
は
、
「東
基
」
、
北
東
部
の
柱

に
は

「丑
寅
」
「□
□
」
「□
□
」
、
北
側
の
横
板
に
は

「北
二
」
と
い
っ
た
香

付
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
井
戸
内
か
ら

「大
院
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が

出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
井
戸
が
大
衆
院
に
附
属
し
た
井
戸
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

但
馬
国
分
寺
跡
か
ら
は
、
三
〇
点
余
り
の
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
墨

書
土
器
に
は
、
「寺
」
、
一剛
疋
寺
」
と
い
っ
た
寺
を
示
す
も
の
の
他
、
「養
父
」

「出
石
」
「美
含
」
但
馬
内
の
郡
名
を
記
し
た
も
の
、
「泉
女
」
「友
田
宮
継
」

な
ど
人
名
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

木
簡
は
、
寺
域
の
東
南
を
区
画
す
る
築
地
塀
の
内
外
の
雨
落
溝
と
井
戸
四
か

ら
出
土
し
て
い
る
。

溝
一
（Ｓ
Ｄ
Ｏ
こ

築
地
の
内
側
を
区
画
す
る
素
掘
り
の
溝
で
、
幅
約
四
ｍ
、
深
さ
三
五
釦
前
後

の
も
の
で
あ
る
。
溝
内
か
ら
は
、
木
製
品
や
木
婿
が
検
出
さ
れ
た
。
木
簡
は
、

こ
れ
ら
の
木
暦
層
か
ら
出
上
、
土
器
も
ま
と
ま
っ
た
状
態
で
出
上
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
同
時
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
木
簡
は
、
こ
の
溝
か
ら

三
四
点
出
土
し
て
い
る
。

木
街
は
、
文
書
木
簡
十

一
点
、
荷
札
四
点
、
習
書
三
点
、
不
明
十
六
点
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
天
平
神
護
三
年
、
景
雲

（神
護
景

千う

二
年
の
年
紀
を
も
つ
も
の
、
国
分
寺
内
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
施
設
名
と

そ
こ
を
管
理
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
の
名
を
書
い
た
も
の
、
物
品
の
貸
し
借

り
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
但
馬
国
内
の
郡
名
を
習
書
し
た
も
の
も
あ
る
。
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「思
往
郷
〔酔
酔
配
□
□
木
四
枝
□
□

土
師
□
□
廣
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

日

　

　

回

□

〔
部
山
力
〕

詳
細
な
釈
文
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
、
特
徴

的
な
木
簡
の
釈
文
の
み
を
上
げ
て
お
く
。

清
二

（Ｓ
Ｄ
Ｏ
二
）

築
地
の
外
側
を
区
画
す
る
溝
で
あ
る
。
一
百
【の
木
簡
が
出
土
し
た
。

三
五
号
木
簡
は
、
造
寺
に
か
か
る
材
木
の
進
上
関
係
の
木
簡
と
思
わ
れ
る
。

木
簡
に
は
、
思
往
と
読
め
る
新
出
の
郷
名
が
見
ら
れ
る
。
日
高
町
猪
爪
に
式
内

社
の
思
往
神
社
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
郷
名
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

井
戸
四

井
戸
の
内
部
か
ら
、
木
簡
六
点
が
出
土
し
て
い
る
。
詳
細
は

『木
簡
研
究
』

第

一
二
号
の

「兵
庫

・
但
馬
回
分
寺
跡
」
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
題
鎖
軸

一
点
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

・
造
寺
料
収
納
帳

・
宝
亀
三
年
四
年

こ
の
木
簡
は
、
題
銭
軸
の
頭
部
で
あ
る
。
宝
亀
年
間
に
は
、
こ
の
付
近
で
造
寺

の
記
録
が
な
い
こ
と
や
、
遺
跡
と
し
て
寺
跡
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
寺
の

修
理
な
い
し
は
施
設
の
増
設
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

但
馬
国
分
寺
木
簡
は
、
天
平
神
護
、
神
護
景
雲
年
間
に
お
い
て
一
、
二
、
三
、

日
国
四
人
口
　
　
□
□

今
∞じ
島

『
　
常
Φ
　
　
　
『但
馬
回
分
寺
木
街
』
三
五
号

五
号
木
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
諸
施
設
が
完
成
し
、
既
に
人
も
配
置
さ
れ
て
機

能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
八
世
紀
中
頃
の
但
馬
国
分
寺
の
様
子

を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Π朔
〕

木
簡
に
記
さ
れ
た
施
設
名
を
列
記
す
る
と
、
「醤
殿
」
冨
一綱
炊
屋
」
「□
御

倉
」
「西
倉
」
「北
倉
」
「□
倉
」
「鋳
所
」
「院
内
」
「官
坐
」
「西
□
」
「□
舎
」

な
ど
が
み
ら
れ
、
国
分
寺
内
に
設
け
ら
れ
た
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
井

戸
四
の
井
桁
材
の
年
輪
年
代
法
に
よ
る
調
査
で
は
、
七
六
三
年
に
伐
採
し
た
ヒ

ノ
キ
材
を
用
い
て
造
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
墨
書
土
器
よ
り
こ
の

井
戸
が
大
衆
院
に
付
随
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
但
馬
国
分
寺
の
完

成
年
を
ほ
ぼ
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
各
地
の

国
分
寺
の
造
営
過
程
や
実
態
を
研
究
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
木
簡
、
墨
書

土
器
に
は
、
多
く
の
氏
姓
も
み
ら
れ
、
東
方
部
、
会
見
氏
、
仕
丁
氏
、
高
向
部

氏
、
頂
氏
、
養
父
氏
は
初
見
の
氏
姓
で
あ
る
。

２
、
川
岸
遺
跡

日
高
町
松
岡
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
町
道
の
改
修
工
事
中
に
発
見
し
た
遺
跡

で
あ
る
。
遺
跡
の
東
三
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
は
円
山
川
が
流
れ
て
い
る
。
標
高
は

一
六
ｍ

前
後
の
後
背
湿
地
に
位
置
し
、
西
南
約

一
ｋｍ
に
は
但
馬
国
分
寺
跡
が
所
在
す
る
。

調
査
で
は
、
板
で
護
岸
し
た
溝
を
埋
め
た
後
、
そ
れ
を
切
っ
て
Ｓ
字
状
に
緩
や



か
に
蛇
行
す
る
溝
を
検
出
し
た
。
溝
は
、
し
が
ら
み
で
護
岸
を
し
た
も
の
で
、

幅
は
約

一
・
二
ｍ
ｔ

一
。
九
ｍ
、
深
さ
は
二
Ｏ
ｃｍ
前
後
で
あ
る
。
溝
か
ら
は
木

製
祭
祀
具
で
あ
る
人
形
が
四
五
点
出
土
し
て
い
る
ほ
か
、
馬
形
、
斉
串
な
ど
も

出
土
し
て
い
る
。
人
形
は
、　
一
人
点
が
顔
を
墨
書
き
し
、
一
百
〔は
刀
子
状
の
も

の
で
目
、
鼻
、
口
を
刻
ん
で
表
現
、
二
〇
点
は
顔
を
表
現
し
な
い
も
の
、
不
明

五
点
で
あ
る
。
人
形
の
中
に
は
、
丁
寧
に
顔
を
墨
書
き
し
た
も
の
も
あ
る
。
木

簡
は
、
断
簡
が

一
点
出
上
し
て
い
る
の
み
で
、
片
面
に
人
名
、
も
う
片
面
に
日

付
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
墨
痕
は
み
ら
れ
な
い
が
荷
札
状
の
本
製
品
が

一
点
出
土
し
て
い
る
。
当
遺
跡
は
、
他
に
木
履
や
檜
扇
、
漆
塗
り
の
木
箱
、
墨

書
土
器
な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、
土
器
や
人
形
の
形
態
か
ら
九
世
紀
前
半
頃
の

官
衡
遺
跡
に
付
随
す
る
祓
所
跡
と
考
え
続
¨

３
、
深
田
遺
跡

日
高
町
松
岡
、
水
上
に
所
在
す
る
遺
跡
で
、
国
道
三

一
二
号
改
良
工
事
に
伴

っ
て
発
見
さ
れ
た
遺
跡
で
、　
一
九
八
五
、　
一
九
八
六
年
度
に
兵
庫
県
教
育
委
員

会
に
よ
つ
て
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

遺
跡
は
、
但
馬
国
分
寺
の
北
東
約
人
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
位
置
す
る
。
調
査
は
、
Ｉ
、

Ⅱ
、
Ⅱ
の
三
区
に
分
け
て
実
施
さ
れ
た
。
律
令
期
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
た
の
は
、

Ｉ
Ａ

・
Ｉ
Ｃ
区
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
区
ご
と
の
概
要
を
み
て
い
く
。
Ｉ
Ａ
区

で
は
、
両
岸
を
溶
岩
で
整
地
し
た
沼
状
の
く
ば
地
と
、
そ
の
く
ば
地
の
東
岸
上

に
丼
戸
と
そ
こ
か
ら
伸
び
る
溝
が
検
出
さ
れ
た
。
柱
穴
も
確
認
さ
れ
た
が
、
建

物
に
は
伴
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
く
ぼ
地
か
ら
は
、
三
四
点
の
木
簡
の
他
、
多

量
の
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
は
、
深
田
遺
跡
の
性
格
を
考
え

る
上
で
重
要
と
考
え
る
の
で
、
木
簡
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
少
し
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

上
製
品

土
製
品
に
は
、
土
器
、
硯
な
ど
が
あ
る
。
土
器
は
、
杯
、
皿
と
い
っ
た
供
膳

形
態
の
も
の
が
多
い
。
時
期
的
に
は
、
九
世
紀
代
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

土
器
に
は
、
緑
釉
陶
器
や
灰
釉
陶
器
な
ど
の
施
釉
陶
器
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま

た
、
墨
書
土
器
は

一
三
二
個
体
が
出
土
、
う
ち
八
八
個
体
に
つ
い
て
文
字
が
判

読
さ
れ
て
い
る
。
墨
書
土
器
の
土
師
器
と
須
恵
器
の
比
率
は

一
対
二
で
須
恵
器

の
ほ
う
が
多
い
。
文
字
は

一
字
の
も
の
が
多
く
、
中
で
も

「十
」
が
十
個
体
、

「葉
」
が
九
個
体
認
め
ら
れ
る
。
「国
営
」
、
「但
馬
」
な
ど
と
書
か
れ
た
も
の

も
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
「養
父
」
、
「寺
」
と
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
、
こ

れ
ら
は
但
馬
国
分
寺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
。

金
属
製
品

金
属
器
に
は
、
帯
金
具
、
刀
子
、
釘
、
銅
銭
等
が
出
土
し
て
い
る
。
帯
金
具

に
は
、
鉄
製
の
絞
具
と
、
銅
製
の
巡
方
が
あ
り
、
巡
方
は
丁
寧
な
作
り
で
あ
る
。

銅
銭
で
は
和
同
開
亦
と
富
寿
神
宝
が
そ
れ
ぞ
れ

一
枚
と
、
貿
易
銭
二
九
枚
が
あ

２つ
。木

製
品

木
製
品
に
は
、
容
器
類
の
ほ
か
、
人
形
や
馬
形
、
斉
串
な
ど
の
木
製
祭
祀
具
、

本
履
や
檜
扇
と
い
っ
た
装
身
具
、
建
築
部
材
、
工
具
類
、
独
楽
、
用
途
不
明
品



日高町の古代遺跡と出土木簡

な
ど
、
三
五
〇
〇
点
の
多
種
多
様
な
も
の
が
出
上
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
遺
跡

が
沼
状
の
く
ば
地
と
い
う
湿
地
で
あ

っ
た
た
め
、
保
存
状
況
に
恵
ま
れ
た
こ
と

も
あ
る
。

木
簡

木
簡
は
、
種
類
別
に
は
文
書
木
簡
、
付
札
、
題
鎖
軸
、
習
書
、
呪
符
、
呪
符

か
習
書
、
九
々
を
記
し
た
も
の
、
絵
馬
に
文
字
を
書
い
た
も
の
な
ど
三
九
点
が

あ
る
。
ま
た
、
文
字
は
認
め
ら
れ
な
い
が
形
状
か
ら
題
鉄
軸
と
わ
か
る
も
の
が

三
点
含
ま
れ
、
題
鎖
軸
の
出
土
数
は
十
三
点
に
な
り
、
全
体
の
約
三
分
の

一
を

越
え
る
。

題
鎖
軸
に
書
か
れ
た
内
容
は
、
田
地
や
稲
の
管
理
、
収
納
に
関
わ
る
も
の
が

多
く
、
年
紀
の
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
大
同
五
年
、
弘
仁
三
年
、
弘
仁
四
年
と

九
世
紀
前
半
の
も
の
で
あ
る
。
題
鉄
軸
に
は
、
郡
、
郷
名
を
書
く
も
の
と
、
書

か
な
い
も
の
が
あ
る
。

文
書
木
簡
の
な
か
に
は
、
条
里
に
関
係
し
た
も
の
や
、
嘉
保
年
間
の
年
紀
を

も

つ
も
の
も
含
ま
れ
、
同
遺
跡
が
十

一
世
紀
末
ま
で
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
か
ら
は
、
遺
跡
の
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
か

っ
た
が
、
遺
物
の
特
徴
を
み
る
と
、
官
衛
遺
跡
で
使
用
さ
れ
た
可

能
性
の
高

い
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
簡
の
な
か
に
、
佐
須

郷
と
い
う
郷
名
が
み
ら
れ
る
。
佐
須
郷
は
、
深
田
遺
跡
の
所
在
す
る
気
多
郡
で

は
な
く
、
但
馬
国
に
あ
る
美
含
郡
の
郷
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
遺
跡
が
郡
行

等
で
は
な
く
、
国
府
に
関
係
し
た
遺
跡
、
も
し
く
は
国
府
に
隣
接
し
た
位
置
に

あ
り
、
そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
も
の
が
、
こ
こ
に
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
遺
物
の
多
く
は
、
南
側
よ
り
く
ば
地
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
遺
跡
の
主
体
は
調
査
地
の
南
側
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

４
、
祢
布
ケ
森
遺
跡

祢
布
ケ
森
遺
跡
は
、
但
馬
国
分
寺
跡
の
西
に
隣
接
し
て
存
在
す
る
遺
跡
で
、

標
高
二
七
ｍ
前
後
の
小
扇
状
地
に
位
置
す
る
。
遺
跡
は
東
西
三
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
南
北

三
〇
〇
ｍ
以
上
に
わ
た
っ
て
遺
構
の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
遺
跡
の
南

側
に
は
、
通
称

「中
川
」
と
よ
ば
れ
る
水
路
で
三
分
さ
れ
る
が
、
同
時
期
の
遺

跡
で
性
格
も
似
て
い
る
こ
と
か
ら
同

一
の
遺
跡
と
し
て
扱

っ
て
い
る
。
こ
の
遺

跡
の
特
徴
は
、
直
径
三
〇
伽
―
四
〇
卿
と
太
い
柱
を
使
い
、
柱
間
も
三
ｍ
前
後

と
広
い
掘
立
柱
建
物
が
規
則
性
を
持

っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
、
溝
な
ど
も
同
方
向
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

木
簡
は
、
氾
濫
原
、
井
戸
、
建
物
、
溝
、
包
含
層
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

氾
濫
原

祢
布
ケ
森
遺
跡
の
南
端
付
近
と
思
わ
れ
る
地
点
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
洪
積

台
地
を
削
る
か
た
ち
で
旧
氾
濫
原
が
確
認
さ
れ
た
。
遺
物
は
、
六
世
紀
代
の
も

の
と
九
世
紀
代
の
も
の
が
出
土
し
た
。
な
か
で
も
、
九
世
紀
代
の
遺
物
は
多
く
、

人
形
な
ど
の
木
製
祭
祀
具
な
ど
と
共
に
呪
符
木
簡
が

一
点
出
土
し
た
。
ま
た
、

須
恵
器
の
皿
に
入
れ
ら
れ
た
漆
の
蓋
と
し
て
被
せ
ら
れ
た
紙
か
ら
文
字
が
読
み

取
れ
た
。
文
字
は
四
行
分

一
九
文
字
が
確
認
さ
れ
た
。
文
書
は
人
名
、
年
齢
と



思
わ
れ
る
数
字
、
異
筆
で
給
と
数
字
を
記
し
た
歴
名
文
書
で
あ
続
．
紙
は
底
に

も
敷
か
れ
て
い
た
が
、
文
字
は
検
出
で
き
な
か
っ
た
。

井
戸
井
戸
は
、
大
型
の
建
物
群
に
隣
接
し
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、
周
囲
を
板
塀
で

囲
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
井
戸
は
、　
一
辺

一
・
三
五
ｍ
四
方
の
井
籠
組
で
、

廃
棄
の
際
に
七
枚
の
板
で
一
面
に
蓋
を
し
て
い
た
。
井
戸
の
底
に
は
礫
が
敷
か

れ
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
も
板
を
敷
い
て
い
る
。
底
板
の
一
部
は
、
側
板
の
下
に

入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
底
板
を
敷
い
た
後
、
側
板
を
組
ん
で
い
つ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
井
戸
の
中
か
ら
は
、
木
簡
五
点

今
つ
ち
、
一一百
〔は
削
り
暦
）
が
出
土
し

た
ほ
か
、
土
師
器
の
杯
の
内
面
に

「田
」
外
面
に

「嘗
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土

器
も
出
土
し
て
い
る
。
井
戸
の
時
期
は
、
土
器
の
形
式
か
ら
九
世
紀
前
半
か
ら

中
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
続
¨

掘
立
柱
建
物

（Ｓ
Ｂ
一
九
〇

一
）

掘
立
柱
建
物
は
、
四
脚
門
を
持

つ
南
北
方
向
の
築
地
跡
の
東
に
隣
接
し
て
あ

る
桁
行
九
間
、
梁
間
二
間
の
南
北
に
細
長
い
建
物
で
あ
る
。
木
簡
は
、
こ
の
建

物
の
柱
の
掘
形
か
ら
一
点
ず
つ
、
計
三
点
が
出
土
し
た
。
木
簡
は
い
ず
れ
も
題

鎖
軸
で
、
軸
部
は
欠
損
し
て
い
る
。
う
ち
、　
一
点
は
、
軸
部
に
水
平
に
刀
物
跡

が
あ
り
、
故
意
に
軸
部
を
折
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
題
鎖
軸
の
頭
部
に

は
、
い
ず
れ
も
但
馬
国
内
の
郡
名
と
年
紀
が
見
ら
れ
る
。
釈
文
等
に
つ
い
て
は

『木
簡
研
究
』
第

一
人
号

「兵
庫

・
祢
布
ケ
森
遺
跡
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
四
脚
門
の
柱
穴
か
ら
は
、
表
裏
に
墨
で
顔
を
描
い
た
頭
部
だ
け
の
人
形
が

出
土
、
施
設
内
に
災
い
や
械
れ
が
入
ら
な
い
よ
う
に
願
っ
て
埋
納
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
人
形
の
使
用
例
と
し
て
珍
し
い
。

溝

（Ｓ
Ｄ
三
一
〇
こ

築
地
跡
の
西
約
八
〇
ｍ
に
位
置
す
る
南
北
方
向
の
溝
で
、
幅

一
。
三
ｍ
の
細

い
溝
で
あ
る
。
現
在
の
水
田
面
か
ら
遺
構
面
ま
で
の
深
さ
が
約
三
〇
伽
と
浅
い

こ
と
か
ら
、
溝
の
上
部
が
削
平
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
溝
か
ら
は
、

復
元
す
る
と

一
ｍ
近
い
大
型
の
人
形
な
ど
の
木
製
祭
祀
具
と
共
に
、
木
簡
四
点

が
出
土
し
た
。
木
簡
は
、
う
ち
三
点
が
題
銭
軸
で
あ
る
。
釈
文
は

『木
簡
研

究
』
第
二
二
号

「兵
庫

・
祢
布
ケ
森
遺
跡
」
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、
整
理

作
業
中
に
新
た
に
題
銑
軸

一
点
が
出
土
し
た
た
め
、
未
掲
載
の
分
の
み
こ
こ
に

紹
介
し
て
お
く
。

。

日

回

・
天
長
□
□
　
　
　
　
（題
鎖
軸
）
　
　
　
　
　
　
　
（２
Ｘ
沼
≦

ｏ露

溝

（Ｓ
Ｄ
二
一
〇
こ

溝
の
北
約
四
〇
ｍ
の
地
点
に
設
け
た
調
査
区
で
検
出
し
た
溝
で
、
溝

（Ｓ
Ｄ

〓
三
〇
一
）
と
同

一
の
可
能
性
を
も
つ
。
溝
か
ら
は
多
量
の
土
器
と
共
に
木
簡

が
出
上
し
た
。
木
簡
の
片
面
は
記
録
簡
か
と
思
わ
れ
る
が
、
裏
面
に
は
、
千
字

文
の
冒
頭
の
句

「天
地
地
玄
黄
　
宇
宙
洪
荒
」
な
ど
と
書
か
れ
、
習
書
と
思
わ

れ
る
。
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包
含
層

遺
跡
の
西
端
付
近
の
調
査
で
包
含
層
か
ら
、
木
簡
が

一
点
出
土
し
た
。
付
近

か
ら
は
、
輸
入
陶
磁
器
の
白
磁
や
越
州
窯
の
青
磁
、
三
彩
の
小
壺
の
ほ
か
、
各

地
で
生
産
さ
れ
た
施
釉
陶
器
等
も
出
土
し
て
い
る
。

以
上
、
祢
布
ケ
森
遺
跡
の
木
簡
が
出
土
し
た
遺
構
の
説
明
を
中
心
に
述
べ
て

き
た
。
祢
布
ケ
森
遺
跡
出
上
の
木
簡
の
特
徴
は
、
先
の
深
田
遺
跡
と
同
じ
く
、

題
箋
軸
の
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
題
鉄
の
頭
部
に
書
か
れ
た
地
名

は

「養
欠
郡
」
、
「気
多
郡
」
、
コ
一方
郡
」
、
「田
公
」
と
い
っ
た
但
馬
内
の
郡
名

（田
公
は
二
方
郡
の
郷
名
）
で
あ
る
こ
と
、
税
や
戸
籍
、
田
に
関
す
る
内
容
で
、

年
紀
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
天
長
、
承
和
、
寛
平
と
九
世
紀
代
の
も
の
で
あ

る
こ
と
も
深
田
遺
跡
と
類
似
す
る
。

祢
布
ケ
森
遺
跡
は
、
但
馬
の
各
郡
で
作
成
さ
れ
た
文
書
を
題
箋
軸
と
共
に
同

遺
跡
に
違
ば
れ
、
こ
こ
で
都
に
送
る
た
め
の
業
務
を
行

っ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
通
常
こ
う
し
た
業
務
は
、
国
府
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
遺
跡
は

但
馬
国
府
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
ま
た
、
門
を
持
つ
築
地
に
囲
ま
れ

た
内
側
が
こ
う
い
っ
た
業
務
を
司
っ
た
国
行
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

三
一　
但
馬
国
分
寺
の
造
営
と
但
馬
国
府
の
移
転

日
高
町
出
土
の
木
街
を
み
た
場
合
、
特
徴
は
但
馬
国
分
寺
木
簡
と
但
馬
国
府

関
係
の
木
簡
に
大
別
で
き
る
。

但
馬
国
分
寺
木
簡
に
つ
い
て
は
、
国
分
寺
造
営
の
過
程
を
知
る
上
で
重
要
で

あ
る
。
特
に
、
聖
武
天
皇
の
国
分
寺
造
営
の
詔
発
令
以
来
、
な
か
な
か
進
捗
せ

ず
、
天
平
十
九
年
に
は
、
国
分
二
寺
の
造
営
を
督
励
し
、
三
年
以
内
に
塔
、
金

堂
、
僧
坊
の
完
成
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
平
勝
宝
八
年
に
は
、
聖
武
天

皇
の
一
周
忌
ま
で
に
主
要
伽
藍
の
完
成
が
命
じ
ら
れ
た
。
同
年
十
二
月
に
は
但

馬
国
分
寺
を
は
じ
め
二
六
カ
国
に
荘
厳
具
が
頒
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、　
一

般
的
に
こ
の
頃
に
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
主
要
伽
藍
が
完
成
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
寺
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
の
諸
施
設
に
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
い
つ
完
成
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
不
明

で
あ
っ
た
も
の
が
、
国
分
寺
木
街
や
井
戸
枠
の
年
輪
年
代
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

で
き
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
近
年
、
安
芸
国
分
寺
で
多
量
の
木
簡

が
出
土
し
、
さ
ら
に
入
世
紀
代
の
国
分
寺
の
成
立
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
今
後
、
各
地
の
国
分
寺
で
さ
ら
に
出
土
例
が
増
加
し
、
実
態
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

他
の
木
簡
の
出
土
し
た
三
遺
跡
は
、
い
ず
れ
も
木
簡
や
そ
の
他
の
遺
構
、
遺

物
か
ら
但
馬
国
府
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
馬
国
府
に
つ
い
て
は
、

『日
本
後
紀
』
延
暦
二
三
年
の
条
に
、
但
馬
国
治
を
気
多
郡
高
田
郷
に
遷
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
年
紀
の
あ
る
も
の
を
み
る
と
、
全
て
延
暦
二
三
年
以

降
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
出
土
量
の
多
い
祢
布
ケ
森
遺
跡
と
深
田
遺

跡
に
つ
い
て
は
、
共
に
題
鎖
軸
の
占
め
る
割
合
が
大
き
く
、
内
容
的
に
も
田
や

税
の
管
理
に
関
係
す
る
も
の
が
多
く
、
但
馬
国
の
各
郡

（郷
）
の
こ
と
を
記
し



た
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
も
共
通
す
る
。
た
だ
、
両
遺
跡
の
題
幾
軸
に
書
か
れ

た
内
容
を
比
較
す
る
と
、
祢
布
ケ
森
遺
跡
の
も
の
に
は

「田
公
税
帳
」
と
郷
名

か
ら
は
じ
ま
る
も
の
も
あ
る
が
基
本
的
に
は
郡
名
と
元
号
を
記
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
深
田
遺
跡
出
土
の
も
の
に
は
郡
名
を
記
す
も
の
は

一
点
の
み
で
、

両
遺
跡
の
関
係
は
こ
れ
か
ら
の
調
査
、
研
究
で
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
祢
布
ケ
森
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
十
世
紀
以
降
の
遺
物
や
遺

構
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
単
に
祢
布
ケ
森
遺
跡
の
存
続
期

間
だ
け
で
な
く
、
国
府
の
存
続
期
間
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
十

一
世
紀
頃
に
但
馬
目
司
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
源
頼
光
が
国
司
の

館
の
前
に
け
た
川
と
い
う
川
が
あ
り
、
蓼
を
刈
っ
て
い
る
光
景
を
見
て
、
「朝

ま
だ
き
　
か
ら
櫓
の
音
の
き
こ
ゆ
る
は
　
一勢
か
る
舟
の
す
ぐ
る
な
り
け
蛹
時
と

詠

っ
て
い
る
。
け
た
川
は
、
文
化
十

一
年

一
月
十
七
日
の
伊
能
忠
敬
の

『測
量

日
記
』
に
、
堀
村
か
ら
中
郷
に
か
け
て
の
川
を

「気
多
川
」
と
記
し
て
い
る
こ

（
・５
）

と
か
ら
、
気
多
郡
内
を
流
れ
て
い
た
円
山
川
の
別
称
と
考
え
ら
れ
る
。
祢
布
ケ

森
遺
跡
か
ら
は
円
山
川
ま
で
は
三
ｋｍ
前
後
あ
り
、
同
遺
跡
か
ら
円
山
川
を
目
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
十

一
世
紀
代
の
国
府
の
所
在
を
別
に
考
え

る
必
要
も
生
じ
る
。
但
馬
国
府
の
実
態
解
明
に
は
ま
だ
ま
だ
課
題
を
残
す
。

註（
１
）
　
「但
馬
に
お
け
る
律
令
時
代
の
遺
跡

一
覧
」
（木
簡
学
会
但
馬
特
別
研
究
集
会

資
料
集
）
で
は

一
五
五
遺
跡
と
な
っ
て
い
る
が
、
迎
山
窯
跡
が
含
ま
れ
て
い
た
た

め

一
五
四
遺
跡
と
し
た
。

（
２
）
　

「柴
遺
跡
と
出
土
木
簡
」
『わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
但
馬
―
木
簡
が
語
る
古
代
の

但
馬
―
』
木
簡
学
会
但
馬
特
別
研
究
集
会
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
資
料
　
一
一〇

〇
二
年

（
３
）

甲
斐
昭
光

「但
馬
道
―
加
都
遺
跡
―
」
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
セ
ミ
ナ
ー
発
表

レ
ジ
ュ
メ
　
ニ
○
〇
二
年

（
４
）

朝
来
町
教
育
委
員
会
、
中
島
雄
二
氏
の
ご
好
意
に
よ
り
木
簡
学
会
但
馬
特
別
研

究
集
会
に
て
遺
物
を
展
示
し
て
い
た
だ
い
た
。

『古
代
兵
庫

へ
の
旅
』
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
　
一
一〇
〇
二
年

（
５
）

潮
崎
誠

「兵
庫

・
香
住
ヱ
ノ
田
遺
跡
」
『木
簡
研
究
』
第

一
八
号
　
一
九
九
六

年

（
６
）

潮
崎
誠

「兵
庫

・
福
成
寺
遺
跡
」
『木
簡
研
究
』
第
六
号
　
一
九
八
四
年

（
７
）

村
岡
町
教
育
委
員
会
中
村
典
男
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
８
）

光
谷
拓
実

「兵
庫
県
但
馬
国
分
寺
跡
出
土
井
戸
用
材
の
年
輪
年
代
」
『新
版

古
代
の
日
本
』
第
十
巻
　
一
九
九
三
年
　
株
式
会
社
角
川
書
店

（
９
）
　

「但
馬
国
分
寺
木
簡
」
『日
高
町
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
五
集
　
一
九
八

一

年
　
日
高
町
教
育
委
員
会

今
泉
隆
雄

「但
馬
国
分
寺
木
簡
と
国
分
寺
の
創
建
」
『古
代
木
簡
の
研
究
』

一

九
九
八
年
　
吉
川
弘
文
館

（
１０
）
　

「川
岸
遺
跡
」
『日
高
町
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
七
集
　
一
九
八
五
年

「兵
庫

・
川
岸
遺
跡
」
『木
簡
研
究
』
第
七
号
　
一
九
八
五
年

（
■
）

吉
識
雅
仁

・
甲
斐
昭
光

「兵
庫

・
但
馬
国
府
推
定
地
」
『木
簡
研
究
』
第
人
、

九
号
　
一
九
八
六
、
七
年

寺
崎
保
広

「但
馬
国
府
の
木
簡
」
い日
高
町
文
化
財
講
演
会
記
録
』
第

一
集

一
九
八
九
年

「深
田
遺
跡
」
『木
街
学
会
但
馬
特
別
研
究
集
会
』
資
料
集
　
一
一〇
〇
二
年
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（
・２
）

加
賀
見
省

一
「兵
庫

・
祢
布
ケ
森
遺
跡
」
『木
簡
研
究
』
第
九
号
　
一
九
八
七

年

（
‐３
）

佐
藤
宗
諄
、
橋
本
義
則

「漆
紙
文
書
集
成
」
『木
簡
研
究
』
第
九
号
　
一
九
八

七
年

（
・４
）
　

「金
葉
和
歌
集
」
『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
９
　
一
九
八
九
年
　
岩
波
書
店

（
・５
）

佐
久
間
達
夫

『伊
能
忠
敬
測
量
日
記
』
第
五
巻
　
一
九
九
八
年
　
大
空
社




